
 
 
 

 
 

役員等の利益相反自己申告書 
（算出期間：   年 月 日～   年 月 日） 

 

 

一般社団法人 日本ウイルス療法学会理事長  藤堂具紀  殿 

申告者氏名：  
 

所属名（機関・教室／診療科）： 

本学会での役職名： □理事  □監事  □学術集会長  □次期学術集会長  □次々期学術集会長 

□委員会委員長  □委員会委員   

 

Ａ．申告者自身の申告事項  
 
 
1．企業等の役員・顧問職（アドバイザー・コンサルタント等も含む）の有無と報酬額 （  □  有 ・ □  無 ） 

（1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上のものを記載） 
 

 企業・団体

 
役職（役員・顧問等） 金額区分 

1    

2    
3    

金額区分：①100万円以上300万円未満 ②300万円以上500万円未満 ③500万円以上 
 
２．エクイティ（株式・新株予約権等）の保有と、そこから得られた利益 （  □  有 ・ □  無 ） 

（1つの企業の1年間の株式による利益（配当・売却益の総和）が100万円以上のもの、あるいは当該株式の5％以上
保有のものを記載。新株予約権については、含み益が100万円以上の場合を記載する。） 

 

 企業名 持ち株数 申告時の株値（一株あたり） 金額区分 

1     

2     
金額区分：①100万円以上300万円未満 ②300万円以上500万円未満 ③500万円以上 

 
３．企業等からの特許権使用料・譲渡益として支払われた報酬 （  □  有 ・ □  無 ） 

（1つの企業等からの特許権使用料・譲渡益が年間合計100万円以上のものを記載） 

 企業・団体

 
特許名 金額区分 

1    

2    
3    

金額区分：①100万円以上300万円未満 ②300万円以上500万円未満 ③500万円以上 



４．企業等から、会議の出席（講演・座長・アドホックな助言等）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた 

講演料・謝金等（  □  有 ・ □  無 ） 
（1つの企業・団体からの講演料等が年間合計50万円以上のものを記載）  

 

 企業・団体名 金額区分 

1   

2 

 

  
3   

金額区分：①50万円以上300万円未満 ②300万円以上500万円未満 ③500万円以上 
 
５．企業等がパンフレットの執筆等に対して支払った原稿料（  □有 ・ □ 無 ） 

（1つの企業・団体からの原稿料が年間合計50万円以上のものを記載） 
 

 企業・団体名 金額区分 

1   

2   
金額区分：①50万以上300万円未満 ②300万円以上500万円未満 ③500万円以上 

 
６．企業等および企業等を資金源とした非営利団体が契約に基づいて提供する研究費（受託研究費・共同研究費・治験費等）
（  □有 ・ □ 無 ）  

（1つの企業および企業等を資金源とした非営利団体から支払われた直接経費の総額が年間200万円以上のものを記載） 
 

 企業・団体名 研究費区分 金額区分 

1    

2    
3    

研究費区分：①治験 ②産学共同研究 ③受託研究 ④奨学（奨励）寄付金 
金額区分：①200万以上500万円未満 ②500万円以上2,000万円未満 ③2,000万円以上 

 
７．企業等が提供する奨学（奨励）寄附金または民間学術助成団体から助成される研究助成金等   （  □有 ・  □無 ） 

（1つの企業等または民間学術助成団体から支払われた直接経費で、申告者個人または申告者が所属する講座・分野もしくは研究室に
対して、申告者が実質的に使途を決定し得る割当額の総額が年間100万円以上のものを記載） 

 

 企業・団体名 報酬内容 金額区分 

1    

2    
3    

金額区分：①100万円以上500万円未満 ②500万円以上1000万円未満 ③1000万円以上 
 

8．企業等が提供する寄附講座等に所属している  （  □有 ・  □無 ） 
 

 企業・団体名 
 

1  

2  



3  
＊実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた年間総額100万円以上のものを記載 

 
9．その他の報酬（研究とは直接無関係な旅行、贈答品など）   （  □有 ・  □無 ） 

（1つの企業等から受けた報酬が年間5万円以上のものを記載） 
 

 企業・団体名 報酬内容 金額区分 

1    

2    
3    

金額区分：①5万以上20万円未満 ②20万円以上50万円未満 ③50万円以上 
 
 
 
 

申告日（西暦）： 年 月 日 
申告者署名： 

 
 


